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自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ 
（会社法第 165 条第 2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 
当社は、2026年 4 月 10日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第 165 条第３項の規定により読

み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知
らせいたします。 
 

記 
 
１. 自己株式の取得を行う理由 

当社は、中長期的な業績成長に向けた資本効率の向上と、機動的な資本政策の遂行を目的として、自己株
式の取得を決定いたしました。 
当社は、上場後 2年が経過し、事業基盤が着実に拡大する中、現在の株価水準は当社の将来の成長性を十

分に反映していないと判断しております。また、この度の自己株式の取得の実施後においても、当社の財務
基盤は強固であり、今後の成長投資に充てる十分な余剰資金を維持するものと判断しております。 
なお、取得した自己株式については、将来の M&A における柔軟な対価としての活用や、役職員へのイン

センティブとして役立てるなど、当社のさらなる飛躍のための戦略的リソースとして活用してまいります。
今後も成長投資と株主還元の最適バランスを追求し、企業価値の向上に邁進いたします。 

 
2. 取得に係る事項の内容 

(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式 
(2) 取得し得る株式の総数 150,000 株（上限） 
  発行済株式総数に対する割合：4.9% 
(3) 株式の取得価額の総額 100,000 千円（上限） 
(4) 取得期間 2026年 4 月 13 日～2027年１月 31 日 
(5) 取得方法 東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付 
 

 
以上 


